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篠原地区歴史同好会／浜風会会報 No.６ 

浜風会（郷土の歴史を学ぶ会）の平成１６年度活動から 

今年度の活動は４月２２日（木）の総会を皮切りに以下のとおり活動しております。 

１．郷土の歴史を学びそして発掘（小テーマをあげ、みんなで話合い／そして成果発表） 

 ・仲右衛門家の古文書より ・篠原村の年貢／御回米について ・篠原地区の領主について 

 ・『江戸参府旅行日記より』より  ・河合佐十元村長／鈴木信一小伝 

２．バス旅行：・８月２２日（日）２３日（月）／山下孝先生ご案内／軽井沢と旧中山道 

 ・１１月２１日（日）磐田市の文化財見学（参加人員 21名）・・・（見学場所は上記参照） 

３．山下孝先生の特別講座：仏教文化の源流 

―
歴
史
の
宝
庫
― 

 

磐
田
市
を
訪
ね
る 

バ
ス
旅
行 

［
見
付
宿
通
り
］ 

・
旧
見
付
学
校 

・.

淡
海
国
玉
神
社 

・
問
屋
場
跡 

・
本
陣
跡 

・
大
見
寺 

・
宣
光
寺 

・
矢
奈
比
売
神
社 

 

（
見
付
天
神
社
） 

・
旧
赤
松
家
門 

 

（
塀
・
土
塀
） 

―
昼
食 

天
宏
― 

・
府
八
幡
宮 

・
遠
江
国
分
寺
跡 

・
中
泉
代
官
所
跡 

・
御
殿
遺
跡
跡 

・
鎌
田
神
明
宮 

・
御
厨
古
墳
群 

・
連
城
寺 

・
西
光
寺 

 

鈴
木
広
治
さ
ん

（
磐
田
市
在
住
）
に

ご
案
内
い
た
だ
い
た 

 

 
 

 

 

浜
名
湖
花
博
で
西
の
玄
関
口
に
な
っ
た
舞
阪
駅
、
そ

の
周
辺
の
区
画
整
理
事
業
は
未
だ
途
中
段
階
で
あ
る

が
、
そ
の
変
貌
ぶ
り
に
は
、
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。 

 

歩
道
橋
を
兼
ね
て
線
路
を
跨
ぐ
橋
上
駅
。
エ
ス
カ
レ

ー
タ
も
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
も
あ
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ

イ
ン
の
近
代
的
な
駅
に
生
れ
変
わ
っ
た
。 

 

こ
の
機
会
に
馬
郡
町
の
西
端
に
あ
る
、

舞
阪
駅
の
歴
史
に
つ
い
て
振
返
っ
て
み
る
。 

一
．
最
初
は
「
馬
郡
駅
」
だ
っ
た
舞
阪
駅 

・
馬
郡
駅 

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）

九
月
→
舞
坂
駅 

明
治
二
十
一
年
十
二
月
。 

・
東
海
道
線
全
線
開
通 

明
治
二
十
二
年

（
一
八
八
九
）
→
舞
阪
駅 

昭
和
十
五
年

（
一
九
四

〇
）
六
月
。 

・
平
成
十

五
年
（
二

〇
〇
三
） 

北
方
面
か

ら
の
乗
降

が
自
由
に

な
る
等
、

永
年
の
宿

願
が
達
成

さ
れ
た
。 

二
．
舞
阪
駅
の
歴
史
的
位
置
付
け 

 

上
図
は
周
辺
駅
を
含
む
開
業
と

そ
の
駅
間
の
距
離
で
あ
る
。 

 

東
海
道
線
の
開
通
当
時
は
、
浜

松
駅
の
西
の
駅
と
し
て
重
要
な
交

通
の
要
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

 

特
に
全
国
に
名
を
馳
せ
た
「
浜

名
湖
の
う
な
ぎ
」
産
業
に
と
っ
て

舞
阪
駅
は
駅
裏
の
水
路
か
ら
浜
名

湖
へ
通
じ
、
浜
名
湖
岸
の
う
な
ぎ

業
者
へ
餌
を
配
送
し
、
う
な
ぎ
を

集
配
す
る
等
、
無
く
て
は
な
ら
な

い
存
在
で
あ
っ
た
。 

 

又
国
鉄
、
今
の
Ｊ
Ｒ
は
船
路
を

通
じ
て
村
櫛
、
庄
内
方
面
か
ら
の

新
鮮
な
季
節
の
野
菜
、
篠
原
地
区
、

舞
阪
、
雄
踏
地
区
か
ら
は
玉
葱
、

海
産
物
等
貨
物
輸
送
の
他
、
通
勤

通
学
に
更
に
通
院
に
買
い
物
に
馬

郡
、
舞
阪
、
雄
踏
に
住
む
人
々
に

と
っ
て
、
浜
松
市
街
中
に
通
じ
る

便
利
な
足
に
な
っ
て
い
る
。 

三
．
時
代
は
廻
る 

 

し
ば
ら
く
続
い
た
車
社
会
全
盛

か
ら
、
や
が
て
環
境
に
も
や
さ
し

い
新
し
い
交
通
社
会
が
到
来
す
る

だ
ろ
う
。
Ｊ
Ｒ
等
の

公
共
交
通
機
関
の

価
値
が
見
直
さ
れ

た
時
、
一
新
さ
れ
た

舞
阪
駅
の
存
在
も

い
っ
そ
う
頼
も
し

く
な
っ
て
く
る
。 

明治 39 年(1906)  明治 21 年(1888)  昭和 4 年(1929)  明治 21 年(1888) 明治 31 年(1898) 

 

    2.3km  5.1km  5.3km   4.4km 

弁天島 舞阪 高塚 浜松 天竜川 

花博シャトルバス 

(新浜松の JR全駅) 
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篠
原
地
区
は
、
そ
の
昔
か
ら
明
治
の
初
め
ま
で
、
篠

原
村
・
坪
井
村
・
馬
郡
村
と
し
て
遠
江
国
敷
智
郡
に
属

し
て
き
た
。 

 

古
代 

 

四
～
五
世
紀
に
か
け
て
大
和
朝
廷
が
で
き
た
。
や
が

て
大
化
の
改
新
（
六
四
五
）
に
よ
り
、
律
令
国
家
と
し

て
の
政
治
体
制
が
整
っ
た
。
そ
れ
は
、
天
皇
を
至
尊
至

高
と
仰
ぐ
中
央
集
権
体
制
、
土
地
・
人
民
の
私
有
を
や

め
る
公
地
公
民
制
、
国
家
の
支
配
が
村
落
の
末
端
に
ま

で
行
き
わ
た
る
行
政
機
関
、
戸
籍
と
計
帳
に
よ
る
班
田

収
授
法
と
税
制
な
ど
で
あ
る
。 

 

地
方
の
編
成
は
、
日
本
列
島
を
五
畿
（
大
和
、
山
背

外
）
七
道
（
東
海
道
、
東
山
道
、
北
陸
道
外
）
に
分
け
、

そ
の
下
に
国
、
評
（
郡
）
、
里
（
郷
）
の
行
政
区
を
設

け
た
。
私
達
の
地
域
は
遠
江
国
敷
智
郡
に
属
し
た
。
遠

江
の
国
府
は
今
の
磐
田
市
中
泉
に
置
か
れ
、
国
の
長
官

で
あ
る
国
司
は
中
央
よ
り
派
遣
さ
れ
た
。
郡
役
所
の
あ

る
郡
家
は
、
今
の
伊
場
遺
跡
又
は
隣
接
す
る
城
山
遺
跡 

で
、
郡
司
は
在
地
の
有
力
者
で

国

造

く
に
の
み
や
つ
こ

の
一
族
が
選 

ば
れ
た
。
遠
江
国
は
十
郡
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

郡
家
跡
の
伊
場
遺
跡
か
ら
里
（
郷
）
に
関
す
る
史
料 

と
し
て
「
柴
江
五
十
戸

さ

と

」・「
柴
江
郷
」・「
象
嶋
」
と
記 

さ
れ
た
三
枚
の
木
簡
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
の
柴
江

は
篠
原
地
区
、
舞
阪
町
辺
り
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

な
お
地
名
の
遠
江
は
遠

と
お
つ.

淡あ
わ

海う
み

で
近
淡

ち
か
つ
あ
は

海う
み

に
対
す 

る
称
で
あ
っ
た
。
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
に
諸
国
郡
郷

の
名
は
、
好
字
ニ
字
と
の
命
で
遠
江
と
な
っ
た
。 

 

奈
良
時
代
も
終
わ
り
頃
に
は
、
口
分
田
の
不
足
か
ら

墾
田
政
策
が
と
ら
れ
た
。
有
力
な
貴
族
や
社
寺
、
更
に

地
方
の
豪
族
た
ち
ま
で
、
競
っ
て
未
開
の
林
野
を
開
墾

し
、
広
大
な
私
有
地
を
確
保
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

れ
が
荘
園
の
始
ま
り
で
あ
る
。 

 

国
司
の
任
期
は
六
年
～
四
年
で
、
中
央
政
府
と
絶
え

ず
文
書
で
連
絡
を
と
っ
た
。
位
田

を
受
け
た
他
、
種
々
の
役
得
が
あ

る
の
で
、
国
司
に
任
命
を
望
む
者

が
多
か
っ
た
。
し
か
し
任
地
に
行

か
ず
代
理
（
目
代
）
を
派
遣
し
、

役
得
だ
け
を
受
け
る
者
も
あ
り
、

又
土
着
し
て
地
方
の
有
力
者
と

な
る
者
も
あ
っ
た
。 

 

平
安
中
期
以
降
、
国
司
の
な
か

に
は
農
民
へ
の
重
税
、
私
腹
を
肥
や
す
の
に
熱
心
な
ど
、

施
政
に
専
念
し
な
い
の
で
地
方
の
政
治
は
乱
れ
た
。 

 

遠
江
の
国
司
と
し
て
平
重
盛
、
弟
の
基
盛
、
宗
盛
が

任
命
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
遠
江
に
は
平
家
の
勢
力
が

強
く
及
ん
で
い
た
。 

中
世 

 

鎌
倉
時
代
、
源
頼
朝
が
全
国
に
守
護
、
地
頭
を
置
い

た
。
こ
れ
は
国
を
治
め
る
た
め
と
、
弟
義
経
を
捕
え
る

た
め
で
あ
っ
た
。
守
護
は
、
各
国
毎
に
有
力
な
御
家
人

を
任
命
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
は
国
司
と
守
護
が
併

置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
や
が
て
守
護
、
地
頭
の
力

が
強
ま
り
国
司
の
力
が
弱
ま
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
国

司
は
名
目
上
は
明
治
維
新
ま
で
続
き
任
命
さ
れ
た
。 

 

 

遠
江
の
初
代
の
守
護
は
、
甲
斐
源
氏
の
安
田
義
定
が

任
命
さ
れ
国
司
も
兼
ね
た
。
こ
れ
は
先
の
国
司
平
重
盛

兄
弟
以
来
、
平
家
の
勢
力
が
強
く
な
っ
て
い
る
遠
江
を

源
氏
の
支
配
下
に
置
く
た
め
で
あ
っ
た
。 

 

や
が
て
鎌
倉
幕
府
が
亡
び
、
南
北
朝
の
時
代

に
な
る
と
、
遠
江
に
は
南
朝
に
ゆ
か
り
の
あ
る

荘
園
や
、
在
地
領
主
が
お
り
、
井
伊
一
族
（
引

佐
）
は
そ
の
中
心
で
あ
っ
た
。
建
武
三
年
（
一

三
三
六
）
南
朝
方
の
新
田
義
氏
は
、
井
伊
氏
と

連
絡
し
て
三
河
か
ら
遠
江
に
入
り
北
朝
方
と

篠
原
の
地
で
合
戦
を
し
た
記
録
が
あ
る
。 

 

こ
の
頃
、
足
利
尊
氏
の
片
腕
と
し
て
活
躍
し

た
足
利
一
門
の
今
川
家
三
代
目
範
国
が
、
遠
江

守
護
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
北
朝
に
味
方
す
る
範
国
は
、
井

伊
氏
と
戦
っ
て
こ
れ
を
や
ぶ
り
、
東
へ
勢
力
を
広
げ
た
。

や
が
て
こ
れ
も
足
利
一
族
の
斯
波
義
重
が
遠
江
守
護

と
な
る
。
以
降
世
襲
で
一
世
紀
の
間
続
く
。
そ
し
て
再

び
今
川
氏
の
時
代
と
な
り
、
十
代
目
氏
親
が
永
正
十
五

年
（
一
五
〇
八
）
遠
江
守
護
と
な
る
。
今
川
氏
は
次
第

に
力
を
つ
け
、
領
国
を
支
配
す
る
守
護
大
名
と
な
り
、

さ
ら
に
戦
国
大
名
へ
と
成
長
し
て
い
く
。 
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馬
郡
町 

石
津
寿
郎
寄
稿 

 

こ
こ
に
紹
介
す
る
も
の
は
、
昭
和
五
十
九
年
秋
、
道

路
工
事
中
に
発
見
さ
れ
た
も
の
が
、
ど
う
い
う
も
の
か

解
ら
ず
そ
の
ま
ま
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。 

 

そ
の
後
浜
風
会
の
鈴
木
義
雄
さ
ん
と
話
合
い
平
成

九
年
八
月
、
市
の
博
物
館
へ
寄
贈
し
た
結
果
こ
れ
は
、 

鎌
倉
時
代
後
期
の
火
葬
骨
入
り
の
古
瀬

こ

せ

戸と

瓶
子

へ

い

し

と 

判
明
し
た
も
の
で
す
。
以
下
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
も

の
で
、
本
当
に
歴
史
の
重
み
を
感
じ
て
い
ま
す
。 

 

最
近
発
行
さ
れ
た
「
新
版
図
説
浜
松
の
歴
史
」
に
次

の
よ
う
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
***

****
****

****
****

****
****

****
****

**
** 

 

「
東
関
紀
行
」
は
、
仁
治
三
年
（
一
ニ
四
二
）
東
海

道
を
歩
い
た
旅
人
が
著
し
た
紀
行
文
で
あ
る
。
そ
の
一

節
に
、
「
ま
い
さ
は
の
原
」
に
観
音
菩
薩
を
安
置
し
た

仏
堂
が
あ
り
、
多
く
の
人
々
が
参
詣
し
た
様
子
が
記
さ

れ
て
い
る
。
「
ま
い
さ
は
の
原
」
は
現
在
の
舞
阪
町
付

近
一
帯
の
地
名
で
あ
る
。
「
東
関
紀
行
」
が
記
す
仏
堂

の
所
在
地
は
定
か
で
な
い
が
、
馬
郡
町
の
観
音
堂
付
近

と
す
る
説
が
あ
る
。 

 

近
年
、
馬
郡
町
観
音
堂
の
近
く
で
、
火
葬
骨
を
収
め

た
十
四
世
紀
前
半
の
古
瀬
戸
瓶
子
が
出
土
し
た
。
鎌
倉

時
代
に
は
、
馬
郡
町
あ
た
り
の
東
海
道
沿
い
に
、
火
葬

墓
群
が
広
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
。 

 

更
に
引
用
を
続
け
ま
す
。 

 

そ
の
他
の
資
料
か
ら
、
わ
か
っ
た
こ
と
と
し
て
、 

・
鎌
倉
時
代
に
土
葬
墓
か
ら
、
火
葬
墓
に
変
化
し
た
。 

・
火
葬
墓
は
密
集
し
て
い
る
。 

・
蔵
骨
器
を
安
置
し
そ
れ
を
礫
で
覆
っ
て
塚
を
築
く
。 

・
塚
の
上
に
は
石
塔
を
建
て
る
等 

・
仏
教
的
な
葬
法
が
僧
侶
や
荘
園
有
力
者
へ
普
及
。 

等
を
示
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。 

 
***

****
****

****
****

****
****

****
****

**
** 

 

と
こ
ろ
で
出
土
し
た
と
こ
ろ
は
、
南
は
観
音
堂
、
北

は
明
治
ま
で
村
の
春
日
神
社
よ
り
、
年
一
石
の
寄
進
を

受
け
て
い
た
山
宮
神
社
の
間
の
細
い
小
路
で
す
。 

 

山
宮
神
社
の
東
は
馬
郡
分
校
跡
で
す
。
明
治
四
年
よ

り
幾
多
の
変
遷
は
あ
り
ま
し
た
が
、
教
育
の
場
と
し
て

昭
和
二
年
三
月
ま
で
続
き
廃
校
と
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
こ
か
ら
北
へ
約
１
２
０
㍍
の
と
こ
ろ
に
は
東
西

に
走
る
往
還
道
が
あ
り
、
平
安
、
鎌
倉
、
南
北
朝
時
代

の
道
と
さ
れ
、
そ
の
道
沿
い
に
は
、
山
伏
塚
、
比
丘
尼

塚
、
如
意
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
塚
は
上
記
の
火

葬
墓
と
の
つ
な
が
り
が
な
い
か
と
、
新
し
い
発
見
を
し

た
と
こ
ろ
で
す
。 

 

 

昔
、
山
伏
塚
の
森
は
夏
の
農
作
業
の
合
間
に
休
め
る

憩
い
の
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。 

 

そ
こ
ら
一
帯
は
、
昭
和
四
十
七
年
の
土
地
改
良
に
よ

り
ト
ラ
ッ
ク
が
擦
れ
違
う
こ
と
が
で
き
る
立
派
な
道

路
に
生
ま
れ
変
り
ま
し
た
。
ま
た
山
宮
神
社
は
整
理
さ

れ
、
現
在
は
子
供
達
の
遊
園
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

一
方
観
音
堂
は
昭
和
四
十
二
年
（
一
九
六
七
）
に
解

体
さ
れ
現
在
は
礎
石
だ
け
が
残
っ
て
い
ま
す
。
昔
を
偲

ぶ
よ
す
が
も
な
い
の
は
、
残
念
な
こ
と
で
す
。 

 

（
参
考
） 

 

・
古
瀬
戸
は
今
の
瀬
戸
を
中
心
に
つ
く
ら
れ
た
焼
き

物
で
灰
釉
・
鉄
釉
を
か
け
て
い
る
。 

 

・
瓶
子
は
酒
を
入
れ
て
注
ぐ
の
に
用
い
る
細
長
く
口

の
狭
い
瓶
（
広
辞
苑
） 

 

・
山
伏
塚
、
比
丘
尼
塚
に
つ
い
て
は
篠
原
公
民
館
編

『
浜
風
と
街
道
』
第
六
章
「
伝
説
と
由
来
」
に
記
載
。 

 

・
浜
松
市
博
物
館
編
『
新
版 

図
説 

浜
松
の
歴
史
』 

（
２
０
０
４
年
３
月
） 
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未
御
年
貢
可
納
割
付
之
事 

 
 

 
 

 
 

敷
地
郡
篠
原
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

検
見
取 

 
 

高
千
三
百
七
拾
六
石
七
斗
六
升
九
合 

 
 

内
高
弐
拾
六
石
三
斗
六
升 

 

塩
浜
高 

 
 

田
高
六
百
八
拾
弐
石
四
斗
三
升
壱
合
三
勺 

 
 

此
取
米
百
五
拾
六
石
七
斗
弐
升
八
合 

 
 

 
 

 
 

内
訳 

 
 

高
四
百
七
拾
壱
石
壱
斗
壱
升
壱
合
壱
勺 

本
田 

 
 

 
 

 
 

以
下
一
部
略 

 
 

高
百
七
拾
四
石
八
斗
八
升
四
合
七
勺 

新
田 

 
 

畑
高
六
百
六
拾
七
石
九
斗
七
升
七
合
七
勺 

 
 

此
取
米
百
六
拾
六
石
七
升
八
合 

去
午
同 

 
 

 
 

 
 

内
訳 

 
 

高
三
百
五
拾
四
石
五
斗
二
升
二
合 

本
畑 

 
 

此
取
米
八
拾
八
石
二
斗
壱
升
四
合 

 
 

高
三
百
三
石
四
斗
五
升
五
合
七
勺 

新
畑 

 
 

此
取
米
七
拾
七
石
八
斗
六
升
四
合 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
江
戸
時
代
の
村
は
、
村
単
位
で
自
治
制
を
認
め
ら

れ
百
石
規
模
、
お
お
よ
そ
九
十
人
程
度
で
一
村
が
、

形
成
さ
れ
た
。
太
閤
検
地
以
来
の
政
策
に
よ
っ
て
成

立
し
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
の
市
制
、
町

村
制
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
。
村
の
様
子
を
生
活
に
密

着
し
た
検
地
・
年
貢
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。 

 

一
．
村
の
運
営 

（
１
）
寄
合
い 

 

寄
合
い
は
領
主
か
ら
の
命
令
や
村
役
人
の
指
示
を

伝
え
る
場
で
あ
り
、
自
分
達
の
村
の
こ
と
を
協
議
し
て
、

意
思
を
決
定
す
る
場
で
も
あ
っ
た
。
五
人
組
帳
は
寄
合

い
の
席
で
村
役
人
が
読
ん
で
村
民
に
伝
達
し
た
。
領
主

側
は
こ
の
寄
合
い
を
利
用
し
て
、
農
民
の
生
活
を
規
制

し
、
人
の
動
き
や
貢
納
（
年
貢
を
納
め
る
こ
と
）
に
万

全
を
期
し
た
。 

（
２
）
八
分 

 

村
の
取
り
決
め
ご
と
や
、
約
束
事
を
守
ら
な
い
行

為
に
対
し
て
処
分
の
基
準
を
決
め
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
そ
の
処
分
の
一
つ
と
し
て
村
八
分
が
あ
っ
た
。 

 

村
内
の
重
要
な
付
き
合
い
十
種
類
の
う
ち
、
火
事

と
葬
儀
の
二
つ
を
除
い
た
の
で
、
こ
の
言
葉
が
生
ま

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
但
し
八
分
と
い
う
言
葉
の
語
源

は
定
か
で
な
い
。 

二
．
検
地 

（
１
）
検
地 

 

村
の
耕
地
を
総
て
一
筆
毎
に
面
積
を
調
査
し
、
地

質
の
違
い
に
よ
り
等
級
を
定
め
、
耕
作
者
を
明
ら
か

に
し
て
記
帳
す
る
。
こ
れ
が
検
地
帳
で
あ
る
。
個
々

の
生
産
石
高
は
こ
れ
を
基
に
し
て
、
計
算
さ
れ
る
。

個
々
を
合
計
し
、
一
村
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
村
高

と
な
る
。
年
貢
は
こ
の
生
産
石
高
か
ら
決
め
ら
れ
た

割
合
で
納
入
さ
れ
る
。 

（
２
）
年
貢 

 

検
地
帳
に
登
録

さ
れ
、
石
高
が
つ

け
ら
れ
た
田
畑
屋

敷
地
（
本
途
物
成
）

に
対
し
て
賦
課
さ

れ
る
土
地
税
。
こ

れ
以
外
の
諸
産
物

（
小
物
成
）
や
諸

夫
役
（
伝
馬
役
、
助
郷
、
人
夫
役
）
の
労
賃
に
対
し

て
も
賦
課
さ
れ
、
こ
れ
ら
も
広
義
の
年
貢
で
あ
る
。 

 

年
貢
は
何
で
も
か
か
る
と
思
え
ば
良
い
程
種
類

は
多
い
。
年
貢
は
一
度
に
納
め
る
わ
け
で
は
な
く
、

三
度
（
五
回
）
位
に
分
割
し
て
納
め
た
。 

 

村
高
に
対
す
る
年
貢
の
割
合
は
、
「
五
公
五
民
」

が
通
説
の
よ
う
だ
が
、
実
際
は
「
三
公
七
民
」
程
度

だ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。「
公
」
は
ご
公
儀
、「
民
」
は

年
貢
納
入
者
。
割
合
は
資
料
に
よ
り
諸
説
が
あ
る
。 

 

村
に
関
す
る
興
味
深
い
問
題
を
取
上
げ
て
み
た
。

江
戸
時
代
も
前
期
と
後
期
で
は
大
き
な
隔
た
り
が

あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
慮
の
上
、
理
解
し
て
い
た

だ
き
た
い
。 

（
参
考
資
料
） 

 

・
浜
松
市
博
物
館
編

『
新
版 

図
説 

浜
松

の
歴
史
』 

 

・
講
談
社
『
貧
農
史
観

を
見
直
す
』 

 

・
日
本
カ
ル
チ
ャ
ー
セ

ン
タ
ー
『
古
文
書
講
座
入

門
』 

篠原村での年貢割り付の例（文政 6年 1823） 


